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議案第８０号 

市道路線の廃止について 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に基づき、市道の路

線を次のように廃止する。 

整理

番号 
路 線 名 

起     点 重要な 

経過地 終     点 

１ １８０号線 
幸手市西２丁目３５６２－９地先から  

幸手市西２丁目３５６３－６地先まで 

２ ２２２号線 
幸手市大字千塚４７９－２地先から  

幸手市大字千塚４８２地先まで 

３ ３１４号線 
幸手市大字中川崎３２５－２地先から  

幸手市大字中川崎３２２地先まで 

４ ４９０号線 
幸手市中２丁目６２４０－２地先から  

幸手市中２丁目７２２－１地先まで 

５ ６３６号線 
幸手市大字上高野２７２３地先から  

幸手市大字上高野２７２６地先まで 

６ ６９９号線 
幸手市中１丁目４４５９－７地先から  

幸手市中１丁目４４５８地先まで 

７ １７８８号線 
幸手市大字戸島３４０地先から  

幸手市大字戸島３４１地先まで 

 

令和６年９月２日提出 

幸手市長 木 村 純 夫 

提 案 理 由 

宅道を認定していた路線や道路形態がなくなった路線について廃止するため、こ

の案を提出するものである。 


